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「緊急事態宣言」発出に伴う教育活動について（第２報） 

 

 惜春の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より、本校の教育活動にご理解、

ご協力をいただき、ありがとうございます。 

４月２３日に発出された、新型コロナウイルス感染症対策における国の緊急事態宣言及び東京都の

緊急事態措置を受け、本校では４月２４日に「『緊急事態宣言』発出に伴う教育活動について」という

文書を、Teams、公式 Twitter、学校ホームページに掲載・周知し、４月２６日から分散登校並びに

オンラインを活用した教育活動を実施しております。 

５月１０日（月）、１１日（火）の学年ごとの登校日並びに学校に登校しない期間の対応等につきま

して、下記の内容で実施しますので、第２報としてお知らせいたします。 

自宅学習日及び大型連休期間中は、「緊急事態宣言」の趣旨を踏まえ、これまでの感染症予防策を

引き続き徹底いただくとともに、不要不急の外出は避け、各教科・科目から示されている学習課題に

取り組むよう、ご家庭でのご指導・ご協力をよろしくお願いいたします。 

５月１２日（水）以降の予定につきましては、今後、「緊急事態宣言」の解除等に関する、国及び

東京都の判断が示された後、改めてご連絡させていただきます。 

 

記 

 

１ 学年ごとの登校日・自宅学習日 

学 年 登  校  日 自 宅 学 習 日 始 業 時 間 

１学年 ５月１０日（月） ５月１１日（火） ８時５５分までに登校 

２学年 ５月１１日（火） ５月１０日（月） ８時５５分までに登校 

３学年 ５月１０日（月）・１１日（火）  ８時５５分までに登校 

 

２ 登校日の学習活動 

時差通学による４５分×６時間授業（ＳＨＲ８時５５分・昼休み１２時３５分～１３時２０分） 

 

３ 学校に登校しない期間である４月２９日（木）から５月９日（日）の対応    

４月３０日（金）・５月６日（木）・７日（金）は、オンラインを活用した教育活動として、担任

からの「生徒の健康状態・課題の進捗状況確認、諸連絡」と、教科ごとの活動等を行う予定です。

Teamsにログイン出来るようにしておいてください。 

 

４ その他 

（１）マスクの着用、正しい手洗い、３密の回避等、基本的な感染症予防策を徹底してください。 

（２）登校前に必ず、ご自宅にて検温を行い、健康観察表に記入し、持参してください。 

生徒昇降口で検温等の確認、消毒を行います。 

（３）発熱、咳等の症状が見られる場合には、登校を見合わせ、学校までご連絡ください。 

（４）全ての部活動を中止とします。ただし、大会等への参加、参加に伴う練習等は可とします。

詳細は顧問の先生に確認してください。 

（５）放課後は速やかに帰宅するとともに、不要不急の外出は避けてください。 

（６）生徒本人や同居のご家族が、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを確認するために

検査（PCR 検査、抗原検査）を受けた場合や、保健所から濃厚接触者と特定された場合に

は、速やかに学校にご連絡ください。 
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